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指標 目標設定時 直近値 最終目標値

埼玉版スーパー・シティプロジェクト
に取り組む市町村数

０市町村
（R２年度末）

５６市町
（R６年度末）

全市町村
（R８年度末）

地域清掃活動団体の登録数（累計） ７８７団体
（R２年度末）

９９５団体
（R６年度末）

１,０８０団体
（R８年度末）

環境アドバイザー＊及び環境学習応援
隊＊の数（累計）

１８８者
（R２年度末）

２２７者
（R６年度末）

２４８者
（R８年度末）

環境科学国際センター利用者数（累計） ９７７,０３１人
（R２年度）

１,１５１,０７２人
（R６年度）

１,２４６,０００人
（R８年度）

Ⅲ　あらゆる主体の参画による持続可能な社会構築のための
　　産業・地域・人づくり

第２章 環境の状況と対策

目標と進捗状況

環境アドバイザー
ハイライト表示
地域における自主的な環境保全活動を支援するため、環境に関する豊富な知識や経験を有する人を「環境アドバイザー」として登録し、広く県民に紹介する制度。令和2年度から、「環境教育アシスタント制度」及び「川の国アドバイザー制度」を統合した。

環境学習応援隊
ハイライト表示
企業等から学校等に人材を派遣したり、学習プログラムを提供したりすることで、学校等における環境学習を支援する制度。事業の趣旨に賛同する企業等を環境学習応援隊として登録している。
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１　環境と共生する持続可能な地域づくりの推進
◆「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」の推進による持続可能なまちづくり
　本県は、人口減少・超少子高齢社会の到来という歴史的な課題に直面しています。国勢調査開始以来、全国で唯一、人口が増加し続
けた本県は、総務省による令和３年１０月の人口推計において、初めて減少に転じました。その一方で、７５歳以上の高齢者人口は全国で
トップレベルのスピードで増加することが予想されています。
　超少子高齢社会では、地域を支える商業や交通の衰退、空き家の増加による都市のスポンジ化、医療・福祉の費用増加などにより、
現在の行政サービス水準の維持やインフラの更新が困難になることが予測されます。その上で、激甚化・頻発化する災害にも対応しな
ければなりません。
　埼玉版スーパー・シティプロジェクトは、こうした諸課題に対応するため、市町村のコンパクト＊１９、スマート＊２０、レジリエント＊２１

の３つの要素を兼ね備えた持続可能なまちづくりを県が支援するものです。これにより、コンパクトなまちづくりを進めつつ、スマー
ト技術の活用により利便性を高め、災害に強く、エネルギーも途絶えない「日本一暮らしやすい埼玉」の実現を目指します。
＊１９　必要な機能が集積しゆとりある“魅力的な拠点”を構築すること。
＊２０　新たな技術の活用などによる“先進的な共助”を実現すること。
＊２１　誰もが安心して暮らし続けられる“持続可能な地域”を形成すること。

主な実施施策
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図８―１　埼玉版スーパー・シティプロジェクトのコンセプト
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図８―２　市町村のエントリー状況
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◆地域特性を生かした温暖化対策の推進
　市町村、国、県、大学、企業、専門家等で構成する「市町村支援ネットワーク（カーボンニュートラルSAITAMAネットワーク＊）」
を設置しています。
　市町村が地球温暖化対策を推進する上での課題を解決するため、市町村が必要とする情報の収集や他市町村や企業との連携構築を行
うための場としてワークショップを令和６年度は６回開催しました。

図８―３　カーボンニュートラルSAITAMAネットワークの概要

カーボンニュートラルSAITAMAネットワーク
ハイライト表示
地球温暖化対策に取り組む県内の市町村の支援を充実するため、行政、大学、企業、専門家等で構成するネットワーク組織のこと。
令和5年5月設置。県が市町村の抱える課題と、ネットワークに参加している大学・企業等が持つ解決ノウハウや専門知識・技術とのマッチングを行い、市町村の地球温暖化対策を支援。
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◆地域資源を活用した取組の推進
　県内各地で地域資源を活用した取組が進むとともに、必要に応じて県内各地域が地域資源の活用のために連携・協力し合う取組が進
むよう、再生可能エネルギー＊の利用拡大（再掲p.１５）、廃棄物＊の持つエネルギーの活用（再掲p.２７）、都市と山村の連携による森づく
り（再掲p.３７）などを進めます。

◆地域の特性を生かした景観づくりの推進
　景観の形成に関する普及、啓発のため、景観づくりに取り組む団体の勉強会に景観アドバイザーを派遣し、活動を支援しました。
　また、良好な景観形成を図るため、電線類の地中化を実施しました。

◆グリーン・ツーリズム＊の推進
　県内の観光農園や農産物直売所などの情報を収集し、ポータルサイト「グリーン・ツーリズム埼玉」で情報発信するとともに、民間
事業者等の各種イベント開催時など、多様な機会を捉えてグリーン・ツーリズムマップ等を活用し情報提供を行いました。

◆史跡・名勝・天然記念物などの指定
　令和６年度は埼玉県文化財保護審議会への諮問・答申を経て、「秩父山地のニホンオオカミ標本　毛皮標本」（秩父市）、「同　頭骨」２
件（長瀞町・ときがわ町）、「秩父鉱山産鉱物・岩石標本　附　関連資料一式」（長瀞町）の新規指定及び「中川低地の河畔砂丘群　高野砂丘」
（杉戸町）の追加指定を行いました（いずれも天然記念物）。
　国・県指定文化財を後世に伝えるため、県指定史跡「権現山古墳群」（ふじみ野市）、県指定天然記念物「高山不動の大イチョウ」（飯
能市）をはじめ、所有者等が行う８７件の文化財保護事業に対し補助金を交付しました。

◆大規模開発事業における環境の保全
・環境影響評価＊制度及び戦略的環境影響評価制度の適正な運用
　令和６年度末までの環境影響評価対象事業件数は、法によるものが５件、条例によるものが４８件となっています。また、要綱に基づ
く戦略的環境影響評価は、令和６年度末までに７件となっています。
　令和６年度は、土地区画整理事業に係るもの４件、廃棄物処理施設の設置に係るもの３件、複合事業に係るもの１件の環境影響評価
手続を実施しました。

再生可能エネルギー
ハイライト表示
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエネルギーの総称。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

グリーン・ツーリズム
ハイライト表示
緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

環境影響評価（環境アセスメント）
ハイライト表示
開発事業等による公害の発生や自然環境の破壊について事業者が自ら配慮するため、当該開発事業等による環境への影響の有無等を事業の実施に先立って調査・予測・評価すること。また、事業の計画立案段階で実施される環境アセスメントを戦略的環境アセスメントという。
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専門家 

本制度は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事業等に、事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表すると
ともに、地域住民等から環境保全上の意見を聴き、これを事業計画に反映させることにより、公害の防止や自然環境の保全を図るための制度です。

調査：計画地と周辺地域の環境の調査
予測：事業実施による環境に与える影響の予測
評価：環境への影響を回避・低減できているかの評価

知 事住民等 助言

環境保全に関する意見

・環境負荷を少なくする計画づくり
・環境保全措置の検討

よりよい
事業計画

調査・予測・評価結果の公表

事業計画

事業者

図８―４　環境影響評価手続
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２　環境の保全と創造に取り組む県民、市民団体、企業などとの連携
◆地域の清掃活動の推進
　ごみ散乱防止の普及啓発や事業者、関係機関との推進体制の整備を促進するため、ボランティア清掃活動団体を支援しています。令
和６年度末の登録団体数は９９５団体です。

◆「彩の国ロードサポート制度＊」の推進
　快適で美しい道路環境づくりを推進するため、登録団体の活動を支援しています。
　令和６年度末で８５３団体が登録し、さいたま市を除く県内全ての市町村で、県管
理道路での清掃や花植えなどの活動を行っています。本県では、団体の活動をPR
する看板設置、清掃用具の貸出し及び花苗の提供などの支援を行っています。

図８―５　地域清掃気軽に登録制度ポスター

写真８―１　彩の国ロードサポート団体の活動

彩の国ロードサポート制度
ハイライト表示
美しい道路環境づくりのため、住民団体・学校・企業などがボランティアで道路の清掃美化活動に取り組む制度。ボランティアで歩道の清掃活動や、植樹帯の花植えなどの美化活動を行う団体に対し、道路管理者の県が、用具や花苗の提供、表示板の設置などの支援を行う。
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◆環境の保全と創造に取り組む県民、市民団体、企業などへの支援
・地球温暖化防止活動推進員＊への支援（再掲p.１９）
・彩の国みどりのサポーターズクラブの活動の充実（再掲p.３６）
・生物多様性＊保全活動団体の活動支援
　地域で自然環境の保護など生物多様性保全活動に取り組む団体に対して、専門家紹介など人的支援を行っています。担い手となる団
体の活力を向上させることで、県内希少野生動植物種＊の保護・増殖活動や、外来生物＊の駆除活動など県民参加による生物多様性保
全活動を促進しました。
・SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト＊の推進（再掲p.４８）
・川との共生に取り組む地域団体などへの活動支援（再掲p.４８）
・彩の国埼玉環境大賞（再掲p.７）

◆九都県市を中心とした連携の推進
　環境問題への取組は、本県だけでなく、首都圏の各自治体と連携することで、より効果的で効率的に対応することができます。この
ため、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）で連携し、地球温暖化対策
や、クビアカツヤカミキリの防除等に関する普及啓発などの広域的な取組を行っています。
　令和６年度は、業務用冷蔵庫や業務用・家庭用エアコンの冷媒として使われている温室効果の高い代替フロンの排出削減に向けた合
同啓発キャンペーンを１２月に実施しました。このキャンペーンにおいて、事業者への啓発通知の送付（１,４７４者）、解体現場への立入検
査（２６０件）及びホームページ等により、代替フロンの温室効果や機器の適正管理・適正処理について啓発しました。

地球温暖化防止活動推進員
ハイライト表示
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化対策推進法第37条に基づき知事の委嘱を受け、地域における地球温暖化対策の普及啓発を行い、県民、事業者、行政とともに取組を推進する者。

生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

希少野生動植物種
ハイライト表示
野生動植物のうち、その種の存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は、著しく減少しつつあるもの。

外来生物
ハイライト表示
外来生物法で、「海外から日本に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されている。
国外から日本に導入されるもののみを対象としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。
また、外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものを特定外来生物という。

SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト
ハイライト表示
埼玉の豊かな川を育む自発的な活動が持続的に行われるよう、県民・団体・企業の取組を県が支援していくプロジェクト。川の国応援団に加えて、個人と企業の参画を得て連携を強化し、川との共生や川の魅力創出に向けた活動を活性化することでSDGsの実現を目指す。
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３　環境を守り育てる人づくり
◆環境科学国際センターにおける環境学習・環境保全活動の担い手の育成
　環境科学国際センターでは、彩の国環境大学＊を開催しています。環境大学
の基礎課程では幅広い環境問題の基礎知識、実践課程では地域指導者のための
専門知識や手法などを学びます。令和６年度は２２人（基礎課程１５人、実践課程
７人）が修了しました。

◆学校における環境教育の推進
　児童・生徒への環境教育の充実を図るため、総合的な学習の時間等における
環境教育の講師として「環境アドバイザー」が活躍しています（令和６年度末
登録数：１３５名）。また、「環境学習応援隊」の登録団体が、施設見学の受入れ
や出前授業を行うなど、環境教育を推進しています（令和６年度末登録数：９２
団体）。

◆子供の自主的な環境活動の支援
　次世代を担う子供たちの環境意識の醸成や環境保全活動の充実を図るため、
「こどもエコクラブ＊」の活動を支援しています。令和６年度は、４０団体に対
し計５７４万１千円の助成金を交付しました。
　また、こどもエコクラブの活動発表の機会として、令和６年度は９月に県内
の商業施設で「こどもエコフェスティバル」を開催しました。

◆ボランティアや企業と連携した環境学習の支援
　「環境アドバイザー」や「環境学習応援隊」により、県民が自主的に行う環
境保全や環境学習を支援しています。

写真８―２　彩の国環境大学（公開講座）

写真８―３　こどもエコフェスティバル

彩の国環境大学
ハイライト表示
地域で環境保全活動や環境学習活動を行うリーダーを育成することを目的とした環境学習講座。基礎課程と実践課程がある。

こどもエコクラブ
ハイライト表示
幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブ。子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することで、身近な自然を大切に思う心や、環境問題解決のために自ら考えて行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げることを目的とする。
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◆環境科学国際センターにおける各種公開講座の実施
　環境科学国際センターでは、子供から大人まで環境問題について体験学習で
きる展示館（彩かんかん）や生態園などの環境学習施設を開設しています。平
日は小学校の社会科見学、休日は子供連れの家族の利用で賑わっています。令
和６年度のセンター利用者数（展示館入館者数、環境学習講座・イベント等参
加者を含む）は、５３,９３０人でした。

◆自然の博物館や川の博物館における学校支援、レファレンス＊対応の充実
　常設展や企画展等を通じて県内の自然環境について学習する機会を提供し、
令和６年度は自然の博物館で１２０校６,０１７名、川の博物館で２５３校１５,９３８名の学校
利用がありました。出張授業や現地屋外等における体験学習等を、自然の博物
館が３９校２,２５２名に対して、川の博物館が５８校３,３２６名に対して行ったほか、自
然の博物館では教員研修を５回１１５名、川の博物館では８回１０３名に対して行い
ました。また、県民、来館者、マスコミ等から寄せられる自然環境に関する問
合せ３８５件に対して回答しました。

写真８―４　環境科学国際センター展示館

レファレンス
ハイライト表示
利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、情報そのものや必要とされる資料を検索・提供・回答する業務。
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◆自然体験や講座など様々な機会における環境学習の実施
（１）自然体験・学習施設における環境学習の推進
　自然とのふれあいのための施設を設置しており、自然観察会など生物多様性の保全に関する事業や、環境学習を担う人材の育成等を
行いました。

（２）自然公園、自然歩道などの利用促進
　県内の自然公園における歩道や園地などの施設については、利用者が安心して快適に利用できるよう適正な管理を行いました。また、
自然公園利用者に対して助言指導、自然解説及び情報提供などを担う指導員の養成と活動支援を行いました。

写真８―５　定例自然かんさつ会（埼玉県自然学習
センター・北本自然観察公園）

写真８―６　里山体験教室『落ち葉かき』
（さいたま緑の森博物館）
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表８―１　自然とのふれあい施設の整備・運営状況
施設名・施設の案内 主な事業実施状況（令和６年度）

埼玉県自然学習センター・北本自然観察公園（北本市）
　平成４年開設。北本自然観察公園は、都市に自然を呼び
戻し、身近な自然とふれあえる都市公園（アーバンエコロ
ジーパーク（自然生態観察公園））。自然学習センターは北
本自然観察公園内にあり、自然について学習し理解を深め
るための施設。館内観察ロビーからは望遠鏡を使って公園
内の生き物を観察できる。
指定管理者：（公財）埼玉県生態系保護協会

１　定例自然かんさつ会� １１５回
２　自然に親しむイベントデー� ６期間
３　ホタル解説ナイト� １４回
４　館内クイズラリー� １２９回
【R６　入館者数：８５,０４８人】

埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター（所沢市）
　平成６年開設。狭山丘陵の身近な自然とのふれあいを通
して、自然の大切さ、自然と人とのかかわりを考える施設。
センターエリアの他、それぞれのテーマを持つ５か所の自
然観察スポットがあり、歩きながら自然とふれあうことが
できる。
指定管理者：（公財）トトロのふるさと基金

１　３０周年記念関連企画� ５回
２　植物画講座（基礎／中級）� ２６回
３　狭山丘陵自然観察会� １３回
４　里山体験講座� ４回
５　ガイドウォーク� ２０回
６　環境教育活動の支援� ３７回
７　企業や行政との連携イベント� １５回
【R６　入館者数：３２,２３３人】

さいたま緑の森博物館（入間市・所沢市）
　平成７年開設。狭山丘陵の雑木林や湿地など自然そのも
のを野外展示物として、エリア内の自然観察路を散策しな
がら自然とふれあい、観察できる施設。
指定管理者：（株）自然教育研究センター

１　自然観察会� ５回
２　里山ようちえん� ８回
３　食育体験教室� ７回
４　週末ガイドウォーク� ９回
５　里山体験教室� ５回
６　緑の森フェスタ２０２４� １回
【R６　入館者数：３１,８７６人】
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（３）脱炭素社会＊の実現に向けた環境学習の推進
　「エコライフDAY＆WEEK＊埼玉」（再掲p.１９）のほか、子供の頃から地球温暖化への理解を深め、率先して省エネ行動を実行できる
よう、県が作成した漫画で学べる副読本を、主に小学校高学年を対象とした授業等で活用していただきました。

（４）循環型ライフスタイル＊の定着に向けた支援
　３R＊（発生抑制「リデュース」、再使用「リユース」、再生利用「リサイクル」）を推進するため、県政出前講座や３R講座、食品ロ
ス専門家派遣事業により、循環型社会＊について学習する機会を設け、循環型社会への理解促進を図っています。

（５）森林環境教育や木育＊の推進（再掲p.３８）

（６）みどりに関する学習環境の整備（再掲p.３５）

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

エコライフDAY＆WEEK
ハイライト表示
自らの行動でCO2排出量の削減効果が理解できる簡単なチェックシートを利用して、参加者にCO2削減・省エネなど地球温暖化防止と環境に配慮した生活を経験してもらう取組。

循環型ライフスタイル
ハイライト表示
県民が、ものを大切にし、ごみになるものはもらわない、環境に配慮した買い物をするなど環境にやさしい生活スタイルをいう。外出時に水筒などを携帯したり、マイバッグを利用することなど。

3R
ハイライト表示
循環型社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の3つの頭文字をとったもの。なお、この3Rに再生可能資源への代替（リニューアブル：Renewable）を加えたものを「3R＋Renewable」という。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。

木育
ハイライト表示
子供から大人までを対象に、木材や木製品とのふれあいを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学んでもらう教育活動。


